
対 象

妊娠届出をされた妊婦及び出産された方で、池田市に住民票があり、

他の市町村で受給していない方

支給額

出産応援ギフト：妊婦１人あたり５万円

子育て応援ギフト：お子さん１人あたり５万円

申請方法

①出産応援ギフト【申請期限：原則、妊娠中】

妊娠届出時の面談時に申請書を記入のうえ、ご提出ください。

②妊娠８か月頃アンケート

妊娠届出時に、返送時期を記入してお渡しします。時期が来ましたら返送用封筒で返送ください。

③子育て応援ギフト【申請期限：原則、生後６か月未満まで】

赤ちゃん訪問等の際に申請書をお渡ししますので、必要書類を添えて、４か月児健康診査の際に提出

ください。（４か月児健康診査までに下記申請窓口へ郵送または持参いただいても受付可能です。）

必要書類

・申請書

・本人確認書類（運転免許証や健康保険証、パスポートなどのコピー）

・申請者名義の振込口座が分かるもの（通帳やキャッシュカードのコピー）

※本人確認書類については、窓口申請の場合は提示でも可。

池田市では、令和５年３月１日から、妊娠期から子育て期のすべての家庭が安心して出産・子

育てができるよう、妊娠期から子育て期までの伴走型相談支援と経済的支援を一体的に実施して

います。経済的支援となる「出産応援ギフト」「子育て応援ギフト」は、国の出産・子育て応援

交付金を活用するものです。

「池田市出産・子育て応援ギフト」のご案内

出生届出後、お子さんが死亡された場合も対象となります。

【申請窓口・問合せ先】

池田市子ども未来課（保健福祉総合センター2階）

〒563－0025 池田市城南3丁目1番40号

TEL：072－754－6034

妊娠届出 妊娠８か月頃 赤ちゃん訪問等

子育て応援ギフト
（５万円）

出産応援ギフト
（５万円）

アンケート郵送
希望者等と面談

保健師等による
伴走型相談支援

妊娠届出後、申請までの間に流産または死産された方も対象となります。

① ② ③


